
 
 

 

 

 

 

今後の新型コロナワクチン接種の実施等について 

 

新型コロナワクチンの追加接種について、国の方針により前回接種からの間隔が短縮さ

れることとなったため、横浜市では、次のとおり今後の接種及び予約受付を行います。 

また、乳幼児（生後６か月以上４歳以下）を対象とした、新型コロナワクチンの接種に

ついて、国の省令等を踏まえて、次のとおり実施します。 
 
※ 本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。 
※ 今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直します。 

   

１ 接種間隔の短縮 

(1) ワクチンの種類 

    オミクロン株対応ワクチン 

    ・ファイザー社ワクチン（BA.1 対応型及び BA.4-5 対応型） 

    ・モデルナ社ワクチン 

 

(2) 接種間隔 

    前回接種から３か月以上 
※これまでの接種間隔は、前回接種から５か月以上 
※上記１(1)及び(2)の情報は、厚生労働省 薬事・食品衛生審議会（令和４年 10 月 19 日開催）

の情報を基に記載しています。 
※接種間隔の短縮について「【参考】接種間隔の短縮」もご参照ください。 

 

(3)  接種対象者（９月 14 日記者発表済み） 

    従来のワクチンを２回以上接種した 12 歳以上の全ての方 

 

 (4)  短縮後接種間隔の適用日 

10 月 21 日（金）以降の接種 
※市の予約受付システムは、同日９時から、短縮後の接種間隔で予約可能です。 

既に従前の接種間隔（５か月）で予約されている方で、短縮後の接種間隔に合わせて早く接種
を受けたい方は、予約の取り直しが必要です。 
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(5)  ３・４・５回目接種券（12 歳以上）の発送と接種可能となる日 

市から送付する接種券には、10 月 31 日発送分まで、印刷の工程上、前回接種から

５か月後以降に接種できると記載していますが、接種可能となる日は前回接種から３

か月後以降に変更となります。 

発送時期 前回接種日 接種可能となる日 

※前回接種日から３か月後以降 
発送数 

10 月 17 日（月） ６月４日～７月 27 日 10 月 21 日～10 月 27 日 約 34 万通 

10 月 24 日（月） ７月 28 日～８月 10 日 10 月 28 日～11 月 10 日 約 29 万通 

10 月 31 日（月） ８月 11 日～８月 24 日 11 月 11 日～11 月 24 日 約 22 万通 

11 月以降順次発送 
（接種可能となる日

の約３週間前） 
８月 25 日以降 11 月 25 日以降 

- 

※前回の接種を受けた日は、接種券用紙の右下の「予防接種済証（臨時）」でご確認ください。 
※ワクチン接種記録システム（VRS）に接種情報が登録されていない場合、接種券が発送できませ
ん。また、発送日の直前に登録されるなど、登録のタイミングによっては発送が遅れる場合があ
ります。発送予定日から１週間以上過ぎても個別通知が届かない場合は恐れ入りますが、市ウェ
ブサイトを参照の上、申請をお願いします（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-
iryo/yobosesshu/vaccine/3rd-sessyuken.html）。 

 

(6)  留意事項 

新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間は令和５年３月 31 日までとされて

います。このため、追加接種を受けるためには、従来型ワクチンによる初回接種（１・

２回目）を年内に完了する必要があります。接種されていない方は、積極的に接種を

ご検討ください。 

 

２ 乳幼児への接種 

(1) 接種の概要 

ア 対象者 

       生後６か月以上４歳以下の方 

イ 使用するワクチン 
        ファイザー社製 コミナティ筋注 ６か月～４歳用 
     ※５歳から 11 歳用及び 12 歳以上用のワクチンとは用法・用量が異なる製剤のワクチンです。 

ウ 接種回数及び接種間隔 

      接種回数：３回 

      接種間隔：２回目接種は１回目接種から通常３週間 

           ３回目接種は２回目接種から８週間以上 

エ 接種開始日 

       令和４年 11 月 11 日（金） 

オ 接種体制 

       小児科を中心とした個別医療機関（約 130 医療機関）で実施 
※乳幼児接種を実施する医療機関の一覧については、11 月１日に市ウェブサイトでご案内し 

ます。 
 



 
 

 

 

(2) 個別通知（接種券含む）の発送スケジュール 

発送時期 対象者 発送数 

11 月９日（水） 
生後６か月～４歳 

※平成 29 年 12 月２日以降 

令和４年５月 11 日までに生まれた方 
約 12 万通 

11 月下旬以降順次発送 新たに生後６か月に達した方 - 

※郵便事情により、お手元に届くまでに最長１週間程度かかります。 
※平成 29 年 11 月２日以降、平成 29 年 12 月１日までに生まれた方は、10 月末に小児用（５～11

歳用）の接種券を発送します。 

   

(3) 予約方法 

     予約開始日：11 月 11 日（金） ※接種券が届き次第、予約可能です。 

     医療機関で直接予約を受け付けます。 

     ※一部医療機関では、市の予約専用サイト（ウェブ）や予約センター（電話）によ

り、予約を受け付けています。 

    《市予約専用サイト URL》 

      https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama 

    《予約センター(電話)》 

     0120-045-112 受付時間９時～19 時（土・日曜、祝・休日も可） 
            （年末年始（令和４年 12 月 29 日から令和５年１月３日）を除く） 

 

(4) 乳幼児接種の情報提供 

接種の有効性と副反応については、市ウェブサイト等で周知していきます。 

接種について疑問や不安があるときは、かかりつけ医等にご相談いただくか、新型

コロナウイルスワクチン接種コールセンター(小児・乳幼児接種)にお問合せください。 

必要に応じて、医師等がご相談に応じます。 

   《新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター(小児・乳幼児接種)》 

     電話：0120-045-070 ※ガイダンスに沿って「２番 小児・乳幼児接種」を選択してください。 

       受付時間９時～18 時（土・日曜、祝・休日も可） 
       （年末年始（令和４年 12 月 29 日から令和５年１月３日）を除く） 

 

(5) その他 

    乳幼児への新型コロナウイルスワクチン接種については、予防接種法上の努力義務 

が適用されます。（予防接種法第９条及び同法附則第７条４項） 
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【参考】接種間隔の短縮  ※接種間隔の短縮は赤字太枠部分 

対象年齢 ワクチンの種類 

前回接種日からの接種間隔 

初回接種 追加接種 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

12 歳以上 ファイザー社 

（オミクロン株対応） 
  

３か月 

※短縮前：５か月 18 歳以上 モデルナ社 

（オミクロン株対応） 
  

12 歳以上 武田社 

（ノババックス） 

 ３週間 ６か月 

※18 歳以上 

 

 

 

お問合せ先 

【１(1)～(4)、(6)、２(1)、(5)について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841 

【１(5)、２(2)、(4)（広報）について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実 Tel 045-671-4841 

【２(1)（接種体制）、(3)について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曽我 直樹 Tel 045-671-4841 

【２(4)（コールセンター）について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 丸山 真隆 Tel 045-671-4841 

 


